
仕 様 書 

 

本仕様書は、公立大学法人和歌山県立医科大学で使用する都市ガスの需給に対して、ガス

を調達するための方法を定めたものであり、次の条項に従いガスを供給すること。 

 

１．需給対象 

（１）対象建物    公立大学法人和歌山県立医科大学（紀三井寺キャンパス） 

（２）需給場所    和歌山県和歌山市紀三井寺８１１番地１ 

（３）業種及び用途  大学及び病院 

 

２．ガスの概要 

（１）種類      都市ガス（１３Ａ） 

（２）供給熱量    ４５ＭＪ/㎥ 

（３）供給圧力    中圧 

（４）対象メータ   別紙１のとおり 

 

３．ガスの使用条件 

（１）予定契約最大使用量   １，５００㎥/ｈ 

（予定契約最大使用量とは、契約で定める１年間を通じての１時間あたりの最大ガス使用量をいう。） 

（２）予定契約年間使用量   ４，４７０，０００㎥ 

（契約年間使用量とは、契約で定める１年間の契約月別使用量の合計量をいう。） 

（３）予定契約年間引取量   ３，１２９，０００㎥ 

（契約で定める発注者の１年間の最低引取量をいい、予定契約年間使用量の７０％とする。） 

（４）予定月別使用量     別紙１のとおり 

 

４．供給期間 

令和６年７月１日から令和７年６月３０日まで 

 

５．検針日 

計量は毎月１回、一般ガス導管事業者が定める検針日に一般ガス導管事業者が設置

した計量器により検針を行うものとする。 

 



６．単位料金の算定基準 

（１）単位料金の算出にあたって適用する託送供給料金は、一般ガス導管事業者が経済産

業大臣の認可を受けた託送供給約款を用いること。 

（２）原料価格の変動に応じて単位料金の調整を行う場合は、各社が設定する供給条件に

基づき算出すること。 

なお、単位料金の調整を行う場合の算出資料を提出すること。 

（３）石油石炭税租税課金は、石油石炭税法（昭和５３年法律第２５号）及び租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）に規定する税率を用いて算出すること。 

 

７．保安業務 

（１）ガス内管（敷地内ガス工事等）に関する連絡先及びガス消費機器に関する連絡先を

設定すること。 

（２）ガス消費機器について、ガス事業法等関係法令に定める保安業務を行うこと。 

（３）一般ガス導管事業者が行う点検作業について、供給者は点検作業が適切に行われる

よう協力すること。 

 

８．緊急時の対応 

緊急事態が発生した場合は、一般ガス導管事業者と協力し速やかに対応すること。 

 

９．秘密の保持 

供給者は業務上知り得た情報及び事項については、他に漏らしてはならない。また、

供給期間終了後も同様とする。 

 

１０．その他 

本仕様書に定めのない事項については、供給者の定める約款及び供給条件等による

ほか、供給者と受給者が協議の上決定するものとする。 

  



【別紙１】 

 

・対象メータ 

使用番号 ガス供給地点特定番号 系統 使用圧力 メータ号数 

52 00 170 03 0010 00212800072442204 発電機用 中圧Ａ ６５０ 

52 00 170 03 0012 00212900072442202 病院用 低圧 １２０ 

52 00 170 03 0014 00212000072442300 学部用 低圧 １２０ 

52 00 170 03 0016 00212100072442308 学部用 低圧 １２０ 

52 00 170 03 0018 00212200072442306 エネセン用 低圧 １５ 

52 00 170 03 0020 00212300072442304 ボイラ用 中圧Ｂ １０００ 

 

・予定月別使用量 

使用月 予定月別使用量（㎥） 最大使用量（㎥/ｈ） 

令和６年  ７月   ５２０，０００   

１，５００ 

８月   ６２０，０００   

９月   ４６０，０００   

１０月   ３１０，０００   

１１月   ２８０，０００   

１２月   ３２０，０００   

令和７年  １月   ３４０，０００   

２月   ３１０，０００   

３月   ３１０，０００   

４月   ２６０，０００   

５月   ３１０，０００   

６月   ４３０，０００   

合計 ４，４７０，０００    

 

 

 

 

 



入札に係る注意事項及び補足説明 

 

１．入札金額の見積について 

１）入札書に記載する金額は、各社が設定する供給条件に基づき算出した単位料金に仕様

書に示す予定契約年間使用量に従って計算した総価（消費税抜き）とする。 

２）単位料金の算出にあたって適用する託送供給料金は、一般ガス導管事業者の託送供給

約款を用いること。 

３）単位料金の算出にあたっては、全日本通関統計の２０２３年１月～２０２３年１２月

に適用された平均原料価格（ＬＮＧ９７，６４３円/ｔ、ＬＰＧ８４，９５５円/ｔ）を

用いて算出すること。 

４）石油石炭税租税課金は、ＬＮＧ１，８６０円/ｔ、ＬＰＧ１，８６０円/ｔを用いて算

出すること。 

 

２．供給関係 

契約者は、和歌山県立医科大学で使用するガスを需要に応じて安定して供給するもの

とする。 

 

３．その他 

予定月別使用量及び予定契約年間使用量は、使用実績をもとにしたものであり、使用状

況により変動する。 

 


